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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ねじ貫通孔を有する熱伝導性の基板取付部と；
　一端側に発光素子が実装された基板を有し、この基板の他端側が基板取付部の一端側に
熱的に結合されて取付けられる光源部と；
　内部に空間を有するとともに、一端側に基板取付部が設けられた熱伝導性のカバーと；
　熱伝導性のカバーの空間に配置された点灯回路と；
　ねじ挿通部を有しており、ねじが一端側からねじ挿通部および基板取付部のねじ貫通孔
を介してねじ込まれることで、他端側で基板の一端側を押圧して、光源部を基板取付部に
固定する押圧体と；
　を具備することを特徴とする発光素子ランプ。
【請求項２】
　熱伝導性のカバーは一端側に接続部および空間に連通する開口を有し、この熱伝導性の
カバーの開口は基板取付部によって閉塞されることを特徴とする請求項１に記載の発光素
子ランプ。
【請求項３】
　熱伝導性のカバーは、ねじ穴を有し、ねじは挿通部およびねじ貫通孔を介して熱伝導性
のカバーのねじ穴にねじ込まれることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の発光
素子ランプ。
【請求項４】
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　熱伝導性のカバーの空間には、絶縁性のカバーが配置されており、絶縁性のカバーの内
部には点灯回路が収納されていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一に
記載の発光素子ランプ。
【請求項５】
　絶縁性のカバーは、他端側が熱伝導性のカバーから突出しており、この突出部分に口金
が接続されていることを特徴とする請求項４に記載の発光素子ランプ。
【請求項６】
　ソケットを有する器具本体と；
　この器具本体のソケットに装着される請求項１乃至請求項５のいずれか一に記載の発光
素子ランプと；
　を具備することを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ等の発光素子を光源として適用した発光素子ランプ及びこの発光素子
ランプを用いた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ等の発光素子は、その温度が上昇するに従い、光出力の低下とともに寿命にも影
響を与える。このため、ＬＥＤやＥＬ素子等の固体発光素子を光源とするランプでは、寿
命、効率の諸特性を改善するために発光素子の温度上昇を抑制する必要がある。従来、こ
の種、ＬＥＤランプにおいて、効率よく放熱するため、ＬＥＤを配置した基板と口金との
間に円柱形状の放熱部を備え、この円柱形状の放熱部の周縁に基板を取付けるものが知ら
れている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２８６２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に示されたものは、放熱対策として特別に放熱部を設けたも
のであり、しかも、放熱部の周縁にのみ基板が接する形態であり、換言すれば、放熱部と
基板とが線状的に接触しているに他ならず、十分な放熱効果が得にくいものとなっている
。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたもので、発光素子が実装された基板の温度上昇を熱
伝導性の基板取付部及びカバーを利用して効果的に抑制できる発光素子ランプ及び照明器
具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発光素子ランプは、ねじ貫通孔を有する熱伝導性の基板取付部と；一
端側に発光素子が実装された基板を有し、この基板の他端側が基板取付部の一端側に熱的
に結合されて取付けられる光源部と；内部に空間を有するとともに、一端側に基板取付部
が設けられた熱伝導性のカバーと；伝導性のカバーの空間に配置された点灯回路と；ねじ
挿通部を有しており、ねじが一端側からねじ挿通部および基板取付部のねじ貫通孔を介し
てねじ込まれることで、他端側で基板の一端側を押圧して、光源部を基板取付部に固定す
る押圧体と；を具備することを特徴とする。
【０００７】
　基板取付部は、基板を有する光源部が熱的に結合されて取付けられる取付手段であり、
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例えば、熱伝導性の良好なアルミニウム等の金属材料又は樹脂材料等を用いて構成するこ
とができる。発光素子とは、ＬＥＤや有機ＥＬ等の固体発光素子である。発光素子の実装
は、チップ・オン・ボード方式や表面実装方式によって実装されたものが好ましいが、本
発明の性質上、実装方式は特に限定されず、例えば、砲弾型のＬＥＤを用いて基板に実装
してもよい。また、発光素子の配設個数には特段制限はない。
【０００８】
　請求項２に記載の発光素子ランプは、熱伝導性のカバーは一端側に接続部および空間に
連通する開口を有し、この熱伝導性のカバーの開口は基板取付部によって閉塞されること
を特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発光素子ランプは、伝導性のカバーは、ねじ穴を有し、ねじは挿通部
およびねじ貫通孔を介して熱伝導性のカバーのねじ穴にねじ込まれることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発光素子ランプは、熱伝導性のカバーの空間には、絶縁性のカバーが
配置されており、絶縁性のカバーの内部には点灯回路が収納されていることを特徴とする
。
【００１１】
　請求項５に記載の発光素子ランプは、絶縁性のカバーは、他端側が熱伝導性のカバーか
ら突出しており、この突出部分に口金が接続されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の照明器具は、ソケットを有する器具本体と；この器具本体のソケット
に装着される請求項１乃至請求項５のいずれか一に記載の発光素子ランプと；を具備する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載の発明によれば、光源部の固定と熱的結合とを簡単な構成により行うこ
とができ、基板の熱を基板取付部や熱伝導性のカバーへ効果的に伝導し放熱することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る発光素子ランプを示す断面図である。
【図２】同ケースを取外して示す平面図である。
【図３】同反射体を示す斜視図である。
【図４】同反射体を示す断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る照明器具を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態に係る発光素子ランプについて図１乃至図４を参照して説明す
る。図１は、発光素子ランプを示す断面図、図２は、同ケースを取外して示す平面図、図
３は、反射体を示す斜視図、図４は、同断面図である。本実施形態の発光素子ランプは、
いわゆるビームランプと指称される既存の反射形白熱電球に置き換えて取り付けることが
可能であり、かつその外観寸法もビームランプと略同等となる構成を有している。ビーム
ランプは、店舗のスポットライト、ビルや看板等の投光照明、工事現場等の照明に適する
ランプである。
【００１６】
　図１において、発光素子ランプ１は、既存のビームランプと同様な外観形態をなしてお
り、屋外での使用に適するように防水機能を有し、熱伝導性のケース２、光源部３、反射
体３ａ、発光素子４、熱伝導性のカバー５、絶縁性のカバー６、口金７及び透光性カバー
としての前面レンズ８とを備えている。ケース２は、例えば、アルミニウムの一体成形品
からなり、白色のアクリル焼付け塗装がなされており、根元部２ａから照射開口部２ｂに
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わたって拡開し、外周面が外方に露出するように有底椀状に形成されている。内周面の底
壁は、平坦面をなし、基板取付部２ｃが形成されている。一方、外周面の底壁周縁は、後
述する熱伝導性のカバー５と接続する環状の接続部２ｄをなしている。また、底壁には、
ねじ貫通孔２ｅが約１２０度の間隔を空けて３箇所に形成されている。なお、基板取付部
２ｃは、ケース２と別体に形成し、この別体に形成したものにおいて、その内周面を一面
側、外周面を他面側とし、この基板取付部２ｃの他面側をケース２に熱的に結合するよう
に取付けてもよい。
【００１７】
　また、ケース２の材料は、アルミニウムに限らず、熱伝導性の良好な金属材料又は樹脂
材料等を用いることができる。さらに、ケース２の内周面は、アルマイト処理することが
好ましい。アルマイト処理することにより、ケース２の放熱効果を高めることが可能とな
る。アルマイト処理すると、このケース２の内周面は、反射効果が低下するが、別途後述
する反射体３ａを設けているので、この反射効果の低下は、性能上支障がない。一方、ケ
ース２の内周面を反射面として利用する場合には、鏡面加工等によって反射面を形成すれ
ばよい。
【００１８】
　ケース２の底壁（一面側）には、光源部３が設けられている。光源部３は、基板９とこ
の基板９に実装された発光素子４とを備えている。ここで発光素子４は、ＬＥＤチップで
あり、このＬＥＤチップは、チップ・オン・ボード方式で基板９に実装されている。すな
わち、ＬＥＤチップを基板９の表面上に、複数個マトリクス状に配設し、その表面にコー
ティング材を塗布した構造をなしている。基板９は、金属製、例えば、アルミニウム等の
熱伝導性が良好で放熱性に優れた材料で形成され略円形の平板からなる。基板９を絶縁材
とする場合には、放熱特性が比較的良好で、耐久性に優れたセラミック材料又は合成樹脂
材料を適用できる。合成樹脂材料を用いる場合には、例えば、ガラスエポキシ樹脂等で形
成できる。
【００１９】
　そして、基板９は、ケース２の底壁（一面側）に形成された基板取付部２ｃの平坦面に
面接触して密着するように取付けられている。この取付けに際しては、接着剤を用いても
よく、接着剤を用いる場合には、シリコーン樹脂系の接着剤に金属酸化物等を混合した熱
伝導性が良好な材料を用いるのが好ましい。なお、この基板９と基板取付部２ｃとの面接
触は、全面的な接触ではなく、部分的な接触であってもよい。
【００２０】
　基板９の表面側には、白色のポリカーボネートやＡＳＡ樹脂等によって形成された反射
体３ａが配設されている。反射体３ａは、ＬＥＤチップから放射される光を配光制御し、
効率的に照射する機能をなしている。反射体３ａは、円板状をなし、稜線部によって区画
されて複数の入射開口３ｂが形成されている。この反射体３ａの入射開口３ｂは、基板９
の各ＬＥＤチップと対向配置されるようになっており、したがって、反射体３ａには、入
射開口３ｂごとに、入射開口３ｂから照射方向、すなわち、稜線部に向かって拡開した略
椀状の反射面３ｃが形成されている。また、反射体３ａの外周部には、ねじが挿通係止す
る切欠き３ｄが約１２０度の間隔を空けて３箇所に形成されている。
【００２１】
　次に、熱伝導性のカバー５は、アルミダイカスト製であり、白色のアクリル焼付け塗装
がなされており、前記ケース２の外周面と連続して先細りの略筒状に形成されている。カ
バー５は一端側と他端側とにそれぞれ開口を有しており、これら開口は内側の収納空間に
それぞれ連通している。なお、このカバー５の長さ寸法や厚さ寸法は、放熱効果等を考慮
し適宜決定すればよい。カバー５の前記ケース２との接続部５ａは、所定の幅を有して環
状をなしている（図２参照）。したがって、前記ケース２の接続部２ｄは、当該接続部５
ａと対向して形成されており、面接触状態で熱的に結合されて接続される。接続部５ａに
は、環状の溝が形成されており、この溝には、合成ゴム等からなるＯリング１０が嵌入さ
れており、このＯリング１０の内側には、３つのねじ穴１１が約１２０度の間隔を空けて
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前記基板取付部２ｃのねじ貫通孔２ｅと対向する位置に形成されている。
【００２２】
　熱伝導性のカバー５の内側には、この熱伝導性のカバー５の形状に沿って、ＰＢＴ樹脂
によって成形された絶縁性のカバー６が設けられている。したがって、この絶縁性のカバ
ー６は、一端側を熱伝導性のカバー５に接続し、他端側を熱伝導性のカバー５から突出さ
せており、この突出部分６ａには、口金７が固着されている。口金７は、口金規格Ｅ２６
の口金であり、発光素子ランプ１を照明器具に装着する際に、照明器具のランプソケット
にねじ込まれる部分である。なお、突出部分６ａには、空気孔６ｂが形成されている。空
気孔６ｂは、絶縁性のカバー６内の内圧が高まった場合に、減圧する作用をなす小孔であ
る。
【００２３】
　次に、絶縁性のカバー６内には点灯回路１２が収納されている。点灯回路１２は、ＬＥ
Ｄチップを点灯制御するものであり、コンデンサやスイッチング素子としてのトランジス
タ等の部品から構成されている。点灯回路１２は、回路基板に実装されており、この回路
基板は、略Ｔ字状をなして、絶縁性のカバー６内に縦方向に収納されている。これにより
、狭隘な空間を有効的に利用して回路基板を配設することが可能となる。また、この点灯
回路１２からは、リード線１２ａが導出されており、このリード線１２ａは、基板取付部
２ｃに形成されたリード線挿通孔１２ｂを介して光源部３の基板９と電気的に接続されて
いる。さらに、点灯回路１２は、口金７と電気的に接続されている（図示を省略）。なお
、点灯回路１２は、絶縁性のカバー６に全てが収納されてもよいし、一部が収納され、残
部が口金７内に収納されるような形態でもよい。
【００２４】
　絶縁性のカバー６内は、点灯回路１２を含めて覆うように充填材１３が充填されている
。充填材１３は、シリコーン樹脂製であり、弾性、絶縁性及び熱伝導性を有している。充
填材１３の充填にあたっては、まず、液状の充填材１３を絶縁性のカバー６の上方から注
入する。充填材１３を絶縁性のカバー６の上端部レベルまで注入し、以後、高温雰囲気内
で充填材１３を硬化、安定させる。
【００２５】
　前面レンズ８は、ケース２の照射開口部２ｂを気密に覆うようにシリコーン樹脂のパッ
キンを介して取付けられている。なお、前面レンズ８には、集光形や散光形があるが、用
途に応じて適宜選択できる。
【００２６】
　次に、熱伝導性のケース２と熱伝導性のカバー５との接続状態について説明する。熱伝
導性のカバー５の他端側の接続部５ａに、ケース２の接続部２ｄを対向配置してカバー５
の一端側の開口５ｂを基板取付部２ｃによって閉塞する。そして、ケース２の基板取付部
２ｃの一面側の平坦面に基板９を配置し、その上に反射体３ａを重ね合わせる。続いて、
ねじ１４を反射体３ａの切欠き３ｄ、ケース２のねじ貫通孔２ｅを介して、熱伝導性のカ
バー５のねじ穴１１にねじ込む。これにより、熱伝導性のケース２は、熱伝導性のカバー
５に固定されるとともに、反射体３ａの下端が基板９の表面側を押圧し、反射体３ａ及び
基板９が共にケース２の底壁に固定される。つまり、ねじ１４は、光源部３に係合し、光
源部３を基板取付部２ｃとともに、熱伝導性のカバー５の接続部５ａ側へ押圧固定してい
るものであり、したがって、光源部３の固定と熱的結合とを簡単な構成により行うことが
でき、基板９の熱を基板取付部２ｃや熱伝導性のカバー５へ効果的に伝導し放熱すること
ができる。
【００２７】
　このような状態では、Ｏリング１０は、接続部５ａと接続部２ｄとの間で弾性変形し、
これらの間を気密状態とし、すなわち、Ｏリング１０の内側が気密状態に保持される。し
たがって、点灯回路１２とＬＥＤチップが実装された基板９とのリード線１２ａによる電
気的接続等の配線処理は、Ｏリング１０の内側でなされるようになっている。
【００２８】
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　また、略筒状に形成された熱伝導性のカバー５は、図示上、上側に開口５ｂを有してお
り、この開口５ｂからは、前記絶縁性のカバー６を介して熱伝導性のカバー５の内側に点
灯回路１２等が配置収納されるようになっている。そして、基板取付部２ｃは、前記開口
５ｂを閉塞するように取付けられている。
【００２９】
　このように、基板取付部２ｃは、開口５ｂを閉塞すると同時に、その平坦面の裏側の面
が熱伝導性のカバー５の環状の接続部５ａに面接触して接続される。しかも、カバー５の
接続部５ａは、所定の幅を有しているので、ねじ穴１１を形成しやすいものとなっている
。したがって、ねじ１４を基板取付部２ｃのねじ貫通孔２ｅを介して、熱伝導性のカバー
５のねじ穴１１にねじ込むことにより、基板取付部２ｃは、開口５ｂを閉塞し、その裏側
の面が熱伝導性のカバー５の接続部５ａに密着するように押圧固定される。
【００３０】
　図４において、ＬＥＤチップが実装された基板９の外周縁には、コネクタ１５が設けら
れている。コネクタ１５は、基板９の配線パターンと接続された受電端子１５ａと、点灯
回路１２の配線パターンからリード線１２ａを介して接続された給電端子１５ｂとから構
成され、ソケット形式をなしている。この場合、配線処理は、Ｏリング１０の内側でなさ
れており、電気的接続部分の密閉性が保たれるようになっている。また、コネクタ１５は
、横方向に配置し、横方向から接続するようになっているので、反射体３ａより高さ寸法
が低くなり、コネクタ１５が反射体３ａから照射される光の障害となるようなことがない
。
【００３１】
　以上のように構成された発光素子ランプ１の作用について説明する。口金７を照明器具
のソケットに装着して通電が行われると、点灯回路１２が動作して基板９に電力が供給さ
れ、ＬＥＤチップが発光する。ＬＥＤチップから出射された光は、主としてＬＥＤチップ
ごとに反射体３ａの反射面３ｃによって配光制御され前面レンズ８を通過して前方に照射
される。これに伴いＬＥＤチップから発生する熱は、基板９裏面の略全面から基板取付部
２ｃへ伝わり、その外周面から、さらに、放熱面積の大きいケース２へと伝導される。さ
らにまた、基板取付部２ｃの裏側の面から熱伝導性のカバー５の接続部５ａへ熱伝導され
、熱伝導性のカバー５全体へ伝導される。このように基板取付部２ｃの表裏両面側から熱
伝導され、また、各部材は、熱的に結合されており、前記熱伝導経路と放熱で基板９の温
度上昇を抑制することができる。一方、点灯回路１２から発生する熱は、充填材１３を介
してケース２へ伝わり、放熱され、また、口金７へ伝わり、口金７から照明器具のランプ
ソケット等に伝導され放熱される。
【００３２】
　さらに、本実施形態の発光素子ランプ１においては、前面レンズ８は、ケース２の照射
開口部２ｂにパッキンを介して取付けられており、ケース２の接続部２ｄと熱伝導性のカ
バー５の接続部５ａとの間には、Ｏリング１０が設けられており、加えて、点灯回路１２
は充填材１３によって覆われているので、電気絶縁性が保たれ、耐候性、防雨性の機能を
有し、屋外での使用に適する構成となっている。また、このため、密閉構造を採っている
が、点灯回路部品に異常を来たし、仮に、コンデンサが破損、破裂し、絶縁性のカバー６
の内圧が上昇すると、二次的な破損を誘引する可能性があるが、空気孔６ｂによって絶縁
性のカバー６の内の上昇した圧力を排気することができる。
【００３３】
　以上のように本実施態によれば、ＬＥＤチップごとに反射体３ａの反射面３ｃによって
配光制御でき、他の制光手段を用いることなく、所望の光学的処理を行うことができる。
また、発光素子４が実装された基板９の温度上昇を基板取付部２ｃ及び熱伝導性のカバー
５を利用して効果的に抑制できる。さらに、基板取付部２ｃは、熱伝導性のカバー５の開
口５ｂを閉塞するとともに、その裏側の面が熱伝導性のカバー５の接続部５ａに密着する
ように面接触状態となって押圧固定されるので熱伝導が良好となる。しかも、基板取付部
２ｃの外周面は外方に露出しているので、さらに放熱効果を高めることができる。すなわ
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伝導により放熱効果を高める機能とを併せ持っているものである。
【００３４】
　また、ケース２は、照射開口部２ｂに向けて拡開しているので、放熱作用を奏する外周
面の面積が大きく、放熱効果に有効である。さらに、ケース２の接続部２ｄと熱伝導性の
カバー５の接続部５ａとの間にＯリング１０を設けて密閉性を保つようにしたので、簡単
な構成により防水機能を維持しつつ、光源部３への給電経路を確保することができる。加
えて、既存のいわゆるビームランプの構成部材を用いることができるので、部品を共通化
でき、安価な発光素子ランプを提供することが可能となる。
【００３５】
　次に、発光素子ランプ１を光源とした照明器具の実施形態について図５の斜視図を参照
して説明する。この照明器具２０は、屋外用のスポットライトを示している。照明器具２
０は、器具本体２１とこの器具本体２１が取付けられるベース２２とを備えている。器具
本体２１内にはソケット２３が設けられており、このソケット２３に発光素子ランプ１の
口金７がねじ込まれて装着されている。なお、照明器具２０の設置は、ベース２２を地面
等に固定して行われ、また、器具本体２１は、ベース２２に対して向きが変更可能であり
、光の照射方向を任意に変えることができる。このような照明器具２０によれば、基板の
温度上昇を熱伝導性のケース２及びカバー５を利用して効果的に抑制でき、また、点灯回
路から発生する熱は、主として、口金に伝わり、口金から照明器具のソケット等に伝導さ
れ放熱され、基板の温度上昇を一層効果的に抑制できる照明器具２０を提供することが可
能となる。
　なお、本発明は、既存のビームランプの構成部材を用いることは必須ではない。
【符号の説明】
【００３６】
１・・・発光素子ランプ、２・・・熱伝導性のケース、２ｃ・・・基板取付部、
２ｂ・・・照射開口部、２ｄ・・・熱伝導性のケースの接続部、
２ｅ・・・ねじ貫通孔、３・・・光源部、３ａ・・・反射体、３ｂ・・・入射開口、
３ｃ・・・反射面、４・・・発光素子（ＬＥＤチップ）、５・・・熱伝導性のカバー、
５ａ・・・熱伝導性のカバーの接続部、６・・・絶縁性のカバー、
７・・・口金、９・・・基板、１０・・・Ｏリング、１１・・・ねじ穴、
１２・・・点灯回路、１４・・・ねじ、２０・・・照明器具、２１・・・器具本体、
２３・・・ソケット
【要約】
【課題】　発光素子が実装された基板の温度上昇を熱伝導性のケース及びカバーを利用し
て効果的に抑制できる発光素子ランプ及び照明器具を提供することを目的とする。
【解決手段】
　本実施形態の発光素子ランプ１は、ねじ貫通孔２ｅを有する熱伝導性の基板取付部２ｃ
と；一端側に発光素子４が実装された基板９を有し、この基板９の他端側が基板取付部２
ｃの一端側に熱的に結合されて取付けられる光源部３と；内部に空間を有するとともに、
一端側に基板取付部２ｃが設けられた熱伝導性のカバー５と；伝導性のカバー５の空間に
配置された点灯回路１２と；ねじ挿通部として切欠き３ｄを有しており、ねじが一端側か
ら切欠き３ｄおよび基板取付部２ｃのねじ貫通孔２ｅを介してねじ込まれることで、他端
側で基板９の一端側を押圧して、光源部３を基板取付部２ｃに固定する押圧体３ａと；を
具備する。
【選択図】図１
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